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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結晶化ガラス材料および第１のセラミック材料を含む第１の粉体の集合体をもって構成
される基材層と、
　前記結晶化ガラス材料を溶融させ得る温度では焼結しない第２のセラミック材料を含む
第２の粉体の集合体をもって構成される拘束層と、
　前記結晶化ガラス材料の溶融物の粘度を下げるように作用する粘度低下物質を含む第３
の粉体の集合体をもって構成される介在層と、
　前記基材層、前記拘束層および前記介在層の少なくとも１つの主面に沿って形成される
導体膜と
を備え、
　前記粘度低下物質は、前記基材層に含まれる前記結晶化ガラス材料よりも低粘度の低粘
度ガラス材料および／または前記基材層に含まれる前記結晶化ガラス材料よりも低融点の
低融点ガラス材料を含み、
　前記介在層は、その一方主面が前記基材層に接し、かつその他方主面が前記拘束層に接
するように位置していて、
　前記第１の粉体の少なくとも一部は、焼結状態であり、
　前記第２の粉体は、未焼結状態にあるが、前記結晶化ガラス材料を含む前記第１の粉体
の一部および前記第３の粉体の一部が前記拘束層に拡散あるいは流動することによって、
互いに固着されている、
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多層セラミック基板。
【請求項２】
　前記基材層に含まれる前記結晶化ガラス材料の一部は、前記拘束層の全域に拡散あるい
は流動しており、前記第２の粉体のすべてが、前記結晶化ガラス材料の一部によって互い
に固着されている、請求項１に記載の多層セラミック基板。
【請求項３】
　前記結晶化ガラス材料は、前記第１の粉体の少なくとも一部を焼結させるための焼成工
程より前の段階でガラス化されていたものを含む、請求項１に記載の多層セラミック基板
。
【請求項４】
　前記結晶化ガラス材料は、前記第１の粉体の少なくとも一部を焼結させるための焼成工
程により溶融してガラス化されたものを含む、請求項１に記載の多層セラミック基板。
【請求項５】
　複数の前記基材層を備え、積層方向に隣り合う前記基材層間において、前記介在層、前
記拘束層および前記介在層がこの順序で積層されている積層構造部分を備える、請求項１
に記載の多層セラミック基板。
【請求項６】
　前記介在層、前記拘束層および前記介在層を介在させて積層方向に隣り合う前記基材層
の各々における単位体積あたりの前記結晶化ガラス材料の含有量は、互いに等しい、請求
項５に記載の多層セラミック基板。
【請求項７】
　複数の前記拘束層を備え、積層方向に隣り合う前記拘束層間において、前記介在層、前
記基材層および前記介在層がこの順序で積層されている積層構造部分を備える、請求項１
に記載の多層セラミック基板。
【請求項８】
　前記拘束層は前記基材層より薄い、請求項１に記載の多層セラミック基板。
【請求項９】
　その少なくとも一方の主面に沿って開口を位置させているキャビティをさらに備える、
請求項１に記載の多層セラミック基板。
【請求項１０】
　前記基材層の熱膨張係数と前記介在層の熱膨張係数との差は絶対値で２．０ｐｐｍ／℃
以下であり、かつ、前記拘束層の熱膨張係数と前記介在層の熱膨張係数との差は絶対値で
２．０ｐｐｍ／℃以下である、請求項１に記載の多層セラミック基板。
【請求項１１】
　結晶化ガラス材料または焼成によって溶融してガラス化されることにより結晶化ガラス
材料となり得るガラス成分および第１のセラミック材料を含む第１の粉体を含む、生の状
態にある基材層と、前記結晶化ガラス材料を溶融させ得る温度では焼結しない第２のセラ
ミック材料を含む第２の粉体を含む、生の状態にある拘束層と、前記結晶化ガラス材料の
溶融物の粘度を下げるように作用する粘度低下物質を含む第３の粉体を含む、生の状態に
ある介在層と、前記基材層、前記拘束層および前記介在層の少なくとも１つの主面に沿っ
て形成される導体膜とを備え、前記介在層は、その一方主面が前記基材層に接し、かつそ
の他方主面が前記拘束層に接するように位置している、そのような生の積層体を作製する
、積層体作製工程と、
　前記第１の粉体の少なくとも一部を焼結させるとともに、前記結晶化ガラス材料を含む
前記第１の粉体の一部および前記第３の粉体の一部を前記拘束層に拡散あるいは流動させ
ることによって、前記第２の粉体を、焼結させずに、互いに固着させるように、前記生の
積層体を所定の温度で焼成する、焼成工程と
を備え、
　前記粘度低下物質は、前記基材層に含まれる前記結晶化ガラス材料よりも低粘度の低粘
度ガラス材料および／または前記基材層に含まれる前記結晶化ガラス材料よりも低融点の
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低融点ガラス材料を含み、前記焼成工程は、前記低粘度ガラス材料および／または低融点
ガラス材料が前記結晶化ガラス材料に混ざることによって、前記結晶化ガラス材料の溶融
物の粘度を下げる工程を備える、
多層セラミック基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記焼成工程において、前記基材層に含まれる前記結晶化ガラス材料の一部は、前記拘
束層の全域に拡散あるいは流動し、前記第２の粉体のすべてを互いに固着させる、請求項
１１に記載の多層セラミック基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記焼成工程は、前記結晶化ガラス材料となり得るガラス成分を溶融してガラス化する
工程を含む、請求項１１に記載の多層セラミック基板の製造方法。
【請求項１４】
　前記生の積層体は複数の前記基材層を備え、積層方向に隣り合う前記基材層間において
、前記介在層、前記拘束層および前記介在層がこの順序で積層されており、前記焼成工程
の後、前記介在層、前記拘束層および前記介在層を介在させて積層方向に隣り合う前記基
材層の各々における単位体積あたりの前記結晶化ガラス材料の含有量は、互いに等しくな
るように、前記基材層の各厚みが設定される、請求項１１に記載の多層セラミック基板の
製造方法。
【請求項１５】
　前記生の積層体は、前記導体膜に電気的に接続されかつ特定の前記基材層を厚み方向に
貫通するように設けられるビアホール導体を備えるとともに、その両主面上に形成されか
つ前記拘束層と同じ組成を有する収縮抑制層を備え、前記焼成工程の後、未焼結の前記収
縮抑制層を除去する工程をさらに備える、請求項１１に記載の多層セラミック基板の製造
方法。
【請求項１６】
　前記ビアホール導体は、前記生の積層体の積層方向における最も端に位置する前記基材
層に設けられるものを含む、請求項１５に記載の多層セラミック基板の製造方法。
【請求項１７】
　前記生の積層体において、前記基材層が前記収縮抑制層に接している、請求項１５に記
載の多層セラミック基板の製造方法。
【請求項１８】
　前記焼成工程の後、前記基材層の熱膨張係数と前記介在層の熱膨張係数との差は絶対値
で２．０ｐｐｍ／℃以下となり、かつ、前記拘束層の熱膨張係数と前記介在層の熱膨張係
数との差は絶対値で２．０ｐｐｍ／℃以下となるようにされる、請求項１１に記載の多層
セラミック基板の製造方法。
【請求項１９】
　結晶化ガラス材料または焼成によって溶融してガラス化されることにより結晶化ガラス
材料となり得るガラス成分および第１のセラミック材料を含む第１の粉体を含む、生の状
態にある基材層と、前記結晶化ガラス材料を溶融させ得る温度では焼結しない第２のセラ
ミック材料を含む第２の粉体を含む、生の状態にある拘束層と、前記結晶化ガラス材料の
溶融物の粘度を下げるように作用する粘度低下物質を含む第３の粉体を含む、生の状態に
ある介在層とを備え、前記粘度低下物質は、前記基材層に含まれる前記結晶化ガラス材料
よりも低粘度の低粘度ガラス材料および／または前記基材層に含まれる前記結晶化ガラス
材料よりも低融点の低融点ガラス材料を含み、前記介在層は、その一方主面が前記基材層
に接し、かつその他方主面が前記拘束層に接するように位置している、多層セラミック基
板作製用複合グリーンシート。
【請求項２０】
　結晶化ガラス材料または焼成によって溶融してガラス化されることにより結晶化ガラス
材料となり得るガラス成分および第１のセラミック材料を含む第１の粉体を含む、生の状
態にある基材層と、前記結晶化ガラス材料を溶融させ得る温度では焼結しない第２のセラ
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ミック材料を含む第２の粉体を含む、生の状態にある拘束層と、前記結晶化ガラス材料の
溶融物の粘度を下げるように作用する粘度低下物質を含む第３の粉体を含む、生の状態に
ある介在層とを備え、前記粘度低下物質は、前記基材層に含まれる前記結晶化ガラス材料
よりも低粘度の低粘度ガラス材料および／または前記基材層に含まれる前記結晶化ガラス
材料よりも低融点の低融点ガラス材料を含み、第１の前記基材層、第１の前記介在層、前
記拘束層、第２の前記介在層および第２の前記基材層がこの順序で積層されている、多層
セラミック基板作製用複合グリーンシート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、多層セラミック基板およびその製造方法ならびに多層セラミック基板作製
用複合グリーンシートに関するもので、特に、いわゆる無収縮プロセスを適用して製造さ
れる多層セラミック基板およびその製造方法ならびに多層セラミック基板作製用複合グリ
ーンシートに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この発明にとって興味ある多層セラミック基板として、たとえば特開２０００－２５１
５７号公報（特許文献１）に記載されたものがある。特許文献１には、いわゆる無収縮プ
ロセスによる、複合積層体およびその製造方法、より特定的には、焼成による収縮が抑制
されながら製造することができ、焼成後の状態でそのまま使用に供され得る、複合積層体
およびその製造方法が開示されているが、１つの好ましい典型例として、次のような構造
の多層セラミック基板およびその製造方法が開示されている。
【０００３】
　すなわち、多層セラミック基板は、ガラス材料および第１のセラミック材料を含む第１
の粉体の集合体をもって構成される基材層と、上記ガラス材料を溶融させ得る温度では焼
結しない第２のセラミック材料を含む第２の粉体の集合体をもって構成される拘束層とを
備えている。ここで、第１の粉体の少なくとも一部は、焼結状態である。他方、第２の粉
体は、未焼結状態にあるが、ガラス材料を含む第１の粉体の一部が拘束層に拡散あるいは
流動することによって、互いに固着されている。
【０００４】
　このような多層セラミック基板を製造するため、上述の第１の粉体を含む、生の状態に
ある基材層と、上述の第２の粉体を含む、生の状態にある拘束層とを備える、生の積層体
が作製され、次いで、この生の積層体が焼成される。この焼成工程において、第１の粉体
の少なくとも一部が焼結する。また、この焼成工程において、第１の粉体の一部、典型的
には、第１の粉体に含まれるガラス材料の一部が、拘束層に拡散あるいは流動する。その
結果、第２の粉体は、焼結しないが、第１の粉体の一部、特にガラス材料によって互いに
固着される。
【０００５】
　上述したような製造方法によれば、焼成工程において、第２の粉体を焼結させないので
、この第２の粉体を含む拘束層が基材層の収縮を抑制するように作用し、焼成による多層
セラミック基板全体としての収縮を抑制することができ、結果として、得られた多層セラ
ミック基板の寸法のばらつきを低減することができる。また、得られた多層セラミック基
板において、拘束層に含まれる第２の粉体は、ガラス材料を含む第１の粉体の一部が拘束
層に拡散あるいは流動することによって、互いに固着されているので、拘束層を後で除去
する必要がない。
【０００６】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載の技術を採用するとき、基材層に含まれるガ
ラス材料の種類によっては、これが拘束層に十分に浸透しないという問題に遭遇すること
がある。この問題の主たる原因は、ガラス材料の溶融時の粘度が高く、流動性が低いため
であると考えられる。
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【０００７】
　そこで、この問題を解決するため、基材層において粘度の低いガラス材料を用いること
がまず考えられる。しかしながら、粘度の低いガラス材料を選択すると、たとえば、基材
層において静電容量を形成しようとする場合、基材層の比誘電率が低くなりすぎ、必要と
される静電容量を得ることができないという問題を引き起こすことがある。すなわち、低
粘度であり、かつ必要とされる電気的特性を満たすガラス材料を選択したり、ガラス材料
の組成を調整したりすることには、非常に手間がかかり、また、技術的に困難を伴うこと
が多い。
【０００８】
　他方、ガラス材料が拘束層に十分に浸透しないという前述した問題の解決のため、拘束
層の厚みを薄くすることも考えられる。しかしながら、拘束層が薄くされた場合、拘束層
による収縮抑制効果が低減されてしまう。その結果、得られた多層セラミック基板におい
て反りが発生するなどの問題を引き起こすことがある。
【０００９】
　特に、基材層に含まれるガラス材料が結晶化ガラス材料であるとき、結晶化ガラスは、
本来的に、粘度が高いという性質を有しているので、上述した問題に対してより深刻であ
る。
【特許文献１】特開２０００－２５１５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで、この発明の目的は、上述したような問題を解決し得る、多層セラミック基板お
よびその製造方法を提供しようとすることである。
【００１１】
　この発明の他の目的は、上述の多層セラミック基板の製造方法において用いられる、多
層セラミック基板作製用複合グリーンシートを提供しようとすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明に係る多層セラミック基板は、結晶化ガラス材料および第１のセラミック材料
を含む第１の粉体の集合体をもって構成される基材層と、上記結晶化ガラス材料を溶融さ
せ得る温度では焼結しない第２のセラミック材料を含む第２の粉体の集合体をもって構成
される拘束層とを備えるとともに、上記結晶化ガラス材料の溶融物の粘度を下げるように
作用する粘度低下物質を含む第３の粉体の集合体をもって構成される介在層とを備えてい
る。多層セラミック基板は、また、基材層、拘束層および介在層の少なくとも１つの主面
に沿って形成される導体膜を備えている。
【００１３】
　上記介在層は、その一方主面が基材層に接し、かつその他方主面が拘束層に接するよう
に位置している。そして、第１の粉体の少なくとも一部は、焼結状態である。他方、第２
の粉体は、未焼結状態にあるが、上記結晶化ガラス材料を含む第１の粉体の一部および第
３の粉体の一部が拘束層に拡散あるいは流動することによって、互いに固着されている。
【００１４】
　上記粘度低下物質は、基材層に含まれる結晶化ガラス材料よりも低粘度の低粘度ガラス
材料および／または基材層に含まれる結晶化ガラス材料よりも低融点の低融点ガラス材料
を含むものである。
【００１５】
　基材層に含まれる結晶化ガラス材料の一部は、拘束層の全域に拡散あるいは流動してお
り、第２の粉体のすべてが、結晶化ガラス材料の一部によって互いに固着されていること
が好ましい。
【００１６】
　基材層に含まれる結晶化ガラス材料は、第１の粉体の少なくとも一部を焼結させるため



(6) JP 4557002 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

の焼成工程より前の段階でガラス化されていたものを含んでいても、第１の粉体の少なく
とも一部を焼結させるための焼成工程により溶融してガラス化されたものを含んでいても
よい。
【００１７】
　この発明に係る多層セラミック基板は、複数の基材層を備え、積層方向に隣り合う基材
層間において、介在層、拘束層および介在層がこの順序で積層されている積層構造部分を
備えていても、複数の拘束層を備え、積層方向に隣り合う拘束層間において、介在層、基
材層および介在層がこの順序で積層されている積層構造部分を備えていてもよい。複数の
基材層を備える場合、介在層、拘束層および介在層を介在させて積層方向に隣り合う基材
層の各々における単位体積あたりの結晶化ガラス材料の含有量は、互いに等しいことが好
ましい。
【００１８】
　この発明に係る多層セラミック基板において、拘束層は基材層より薄いことが好ましい
。
【００１９】
　また、この発明は、その少なくとも一方の主面に沿って開口を位置させているキャビテ
ィをさらに備える、多層セラミック基板に有利に適用される。
【００２０】
　この発明に係る多層セラミック基板において、基材層の熱膨張係数と介在層の熱膨張係
数との差は絶対値で２．０ｐｐｍ／℃以下であり、かつ、拘束層の熱膨張係数と介在層の
熱膨張係数との差は絶対値で２．０ｐｐｍ／℃以下であることが好ましい。
【００２１】
　この発明は、また、多層セラミック基板の製造方法にも向けられる。この発明に係る多
層セラミック基板の製造方法は、積層体作製工程と焼成工程とを備えている。
【００２２】
　上記積層体作製工程では、結晶化ガラス材料または焼成によって溶融してガラス化され
ることにより結晶化ガラス材料となり得るガラス成分および第１のセラミック材料を含む
第１の粉体を含む、生の状態にある基材層と、上記結晶化ガラス材料を溶融させ得る温度
では焼結しない第２のセラミック材料を含む第２の粉体を含む、生の状態にある拘束層と
、上記結晶化ガラス材料の溶融物の粘度を下げるように作用する粘度低下物質を含む第３
の粉体を含む、生の状態にある介在層と、基材層、拘束層および介在層の少なくとも１つ
の主面に沿って形成される導体膜とを備え、介在層は、その一方主面が基材層に接し、か
つその他方主面が拘束層に接するように位置している、そのような生の積層体が作製され
る。
【００２３】
　次いで、上記焼成工程では、第１の粉体の少なくとも一部を焼結させるとともに、上記
結晶化ガラス材料を含む第１の粉体の一部および第３の粉体の一部を拘束層に拡散あるい
は流動させることによって、第２の粉体を、焼結させずに、互いに固着させるように、生
の積層体を所定の温度で焼成することが行なわれる。
【００２４】
　上述の粘度低下物質は、基材層に含まれる結晶化ガラス材料よりも低粘度の低粘度ガラ
ス材料および／または基材層に含まれる結晶化ガラス材料よりも低融点の低融点ガラス材
料を含む。この場合、焼成工程では、低粘度ガラス材料および／または低融点ガラス材料
が前述の基材層に含まれる結晶化ガラス材料に混ざることによって、この結晶化ガラス材
料の溶融物の粘度を下げることが行なわれる。
【００２５】
　焼成工程において、基材層に含まれる結晶化ガラス材料の一部は、拘束層の全域に拡散
あるいは流動し、第２の粉体のすべてを互いに固着させることが好ましい。
【００２６】
　前述した生の状態にある基材層において、焼成によって溶融してガラス化されることに



(7) JP 4557002 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

より結晶化ガラス材料となり得るガラス成分が含まれている場合、焼成工程では、このガ
ラス成分が溶融されガラス化される。
【００２７】
　生の積層体が複数の基材層を備え、積層方向に隣り合う基材層間において、介在層、拘
束層および介在層がこの順序で積層されている場合、焼成工程の後、介在層、拘束層およ
び介在層を介在させて積層方向に隣り合う基材層の各々における単位体積あたりの結晶化
ガラス材料の含有量が、互いに等しくなるように、基材層の各厚みが設定されることが好
ましい。
【００２８】
　生の積層体が、導体膜に電気的に接続されかつ特定の基材層を厚み方向に貫通するよう
に設けられるビアホール導体を備える場合、生の積層体は、その両主面上に形成されかつ
拘束層と同じ組成を有する収縮抑制層をさらに備えていることが好ましい。この場合、焼
成工程の後、未焼結の収縮抑制層を除去する工程がさらに実施される。
【００２９】
　上述のビアホール導体が、生の積層体の積層方向における最も端に位置する基材層に設
けられるものを含む場合、特に上記の収縮抑制層を用いる実施態様が有利に適用される。
【００３０】
　また、生の積層体において、基材層が収縮抑制層に接していることが好ましい。
【００３１】
　この発明に係る多層セラミック基板の製造方法において、焼成工程の後、基材層の熱膨
張係数と介在層の熱膨張係数との差は絶対値で２．０ｐｐｍ／℃以下となり、かつ、拘束
層の熱膨張係数と介在層の熱膨張係数との差は絶対値で２．０ｐｐｍ／℃以下となるよう
にされることが好ましい。
【００３２】
　この発明は、さらに、上述のような多層セラミック基板の製造方法において用いられる
、多層セラミック基板作製用複合グリーンシートにも向けられる。
【００３４】
　この発明に係る多層セラミック基板作製用複合グリーンシートは、第１の局面では、結
晶化ガラス材料または焼成によって溶融してガラス化されることにより結晶化ガラス材料
となり得るガラス成分および第１のセラミック材料を含む第１の粉体を含む、生の状態に
ある基材層と、結晶化ガラス材料を溶融させ得る温度では焼結しない第２のセラミック材
料を含む第２の粉体を含む、生の状態にある拘束層と、結晶化ガラス材料の溶融物の粘度
を下げるように作用する粘度低下物質を含む第３の粉体を含む、生の状態にある介在層と
を備え、上記粘度低下物質は、基材層に含まれる結晶化ガラス材料よりも低粘度の低粘度
ガラス材料および／または基材層に含まれる結晶化ガラス材料よりも低融点の低融点ガラ
ス材料を含み、上記介在層は、その一方主面が基材層に接し、かつその他方主面が拘束層
に接するように位置している。
【００３５】
　第２の局面では、結晶化ガラス材料または焼成によって溶融してガラス化されることに
より結晶化ガラス材料となり得るガラス成分および第１のセラミック材料を含む第１の粉
体を含む、生の状態にある基材層と、結晶化ガラス材料を溶融させ得る温度では焼結しな
い第２のセラミック材料を含む第２の粉体を含む、生の状態にある拘束層と、結晶化ガラ
ス材料の溶融物の粘度を下げるように作用する粘度低下物質を含む第３の粉体を含む、生
の状態にある介在層とを備え、上記粘度低下物質は、基材層に含まれる結晶化ガラス材料
よりも低粘度の低粘度ガラス材料および／または基材層に含まれる結晶化ガラス材料より
も低融点の低融点ガラス材料を含み、第１の基材層、第１の介在層、拘束層、第２の介在
層および第２の基材層がこの順序で積層されている。
【発明の効果】
【００３６】
　この発明によれば、基材層と拘束層との間に介在層が位置されているので、基材層に含
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まれる結晶化ガラス材料を介在層に含まれる粘度低下物質に接した状態とすることができ
る。したがって、焼成工程において、介在層に含まれる粘度低下物質の一部が基材層へと
溶出したり、基材層に含まれる結晶化ガラス材料に混ざったりすることによって、基材層
に含まれる結晶化ガラス材料の粘度を低下させる。その結果、介在層を通って、基材層に
含まれる結晶化ガラス材料を、拘束層へとより円滑に浸透させることができる。
【００３７】
　そのため、拘束層を薄くするといった手段に頼ることなく、結晶化ガラス材料を拘束層
に十分に浸透させることができるので、拘束層が及ぼす焼成時の拘束力を十分なものとす
ることができる。また、結晶化ガラス材料の粘度を低下させるために焼成温度を高くする
といった手段に頼る必要がないので、焼成温度を比較的低くすることができる。これらの
ことから、得られた多層セラミック基板において、反りなどの変形を生じさせにくくする
ことができる。また、基材層に含まれる結晶化ガラス材料として、電気的特性を犠牲にし
てまで低粘度のものを用いる必要がないため、多層セラミック基板において、良好な電気
的特性を確保することができるとともに、基材層に含まれる結晶化ガラス材料の選択の幅
を広げることができる。
【００３８】
　また、この発明によれば、特許文献１に記載されたものの場合と同様、第２のセラミッ
ク材料を含む第２の粉体を焼結させないので、この第２の粉体を含む拘束層が基材層の収
縮を抑制するように作用し、焼成による多層セラミック基板全体としての収縮を抑制する
ことができ、結果として、得られた多層セラミック基板において、不所望な変形を抑制す
るとともに、寸法のばらつきを低減することができる。また、拘束層に含まれる第２の粉
体は、未焼結状態にあるが、結晶化ガラス材料を含む第１の粉体の一部および第３の粉体
の一部が拘束層に拡散あるいは流動することによって、互いに固着されているので、拘束
層を後で除去する必要がなく、そのままの状態で使用に供することができる。
【００３９】
　上述のような寸法のばらつきは、特にキャビティを有する多層セラミック基板において
生じやすいので、この発明は、キャビティを有する多層セラミック基板およびその製造方
法に対してより有利に適用されることができる。このことから、また、この発明がキャビ
ティを有する多層セラミック基板に対して適用されると、キャビティの部分における歪み
も低減することができる。
【００４０】
　この発明において、基材層に含まれる結晶化ガラス材料の一部が、拘束層の全域に拡散
あるいは流動しており、第２の粉体のすべてが、この結晶化ガラス材料の一部によって互
いに固着されていると、多層セラミック基板の機械的強度を高めることができる。
【００４１】
　複数の基材層を備え、積層方向に隣り合う基材層間において、介在層、拘束層および介
在層がこの順序で積層されている積層構造部分を備えている場合、積層方向に隣り合う基
材層の各々における単位体積あたりの結晶化ガラス材料の含有量が、互いに等しくなるよ
うにされると、積層方向に隣り合う基材層の各々から、それらの間に位置する拘束層への
結晶化ガラス材料の浸透量のバランスが良好となり、焼成工程において、基材層の各々の
収縮量を互いにほぼ等しくすることができる。そのため、得られた多層セラミック基板に
おいて反りが生じることをより確実に抑制することができる。
【００４２】
　拘束層が基材層より薄いと、基材層に含まれる結晶化ガラス材料を、拘束層の全域によ
り容易に拡散あるいは流動させることができる。
【００４３】
　この発明に係る多層セラミック基板の製造方法において、生の積層体が、ビアホール導
体を備えるとともに、その両主面上に形成される収縮抑制層を備える場合、まず、焼成工
程において生じ得る多層セラミック基板の反りをより生じにくくすることができる。収縮
抑制層は、その厚みが厚いほど、このような反りを抑制する力が強くなる。
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【００４４】
　また、この発明では、焼成工程において、多層セラミック基板の主面方向での収縮が抑
制されるため、積層方向での収縮がより大きく生じる。他方、ビアホール導体は、導電成
分を主成分とするため、焼成工程での収縮率が比較的低く、その結果、ビアホール導体の
存在が起因して、焼成後において、多層セラミック基板の表面に突起が生じてしまうとい
う問題に遭遇することがある。前述した収縮抑制層は、ビアホール導体に起因する突起を
抑制するようにも作用する。
【００４５】
　ビアホール導体が、生の積層体の積層方向における最も端に位置する基材層に設けられ
ていると、前述した突起がより生じやすいため、収縮抑制層による効果がより顕著に発揮
される。
【００４６】
　また、生の積層体において、基材層が、介在層を介することなく、収縮抑制層に接して
いると、収縮抑制層への結晶化ガラス材料の拡散あるいは流動を生じさせにくくすること
ができ、焼成工程の後、収縮抑制層を容易に除去することができるとともに、基材層の外
方に向く主面上に導体膜を問題なく形成することができる。
【００４７】
　この発明において、基材層の熱膨張係数と介在層の熱膨張係数との差が絶対値で２．０
ｐｐｍ／℃以下であり、かつ、拘束層の熱膨張係数と介在層の熱膨張係数との差が絶対値
で２．０ｐｐｍ／℃以下であると、たとえば焼成工程後の冷却過程において残留する応力
を低減できるので、この応力に起因するクラック等の構造欠陥を生じにくくすることがで
き、多層セラミック基板の信頼性を高めることができる。
【００４８】
　この発明に係る多層セラミック基板作製用複合グリーンシートによれば、多層セラミッ
ク基板の製造のために作製される生の積層体を能率的に作製することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】図１は、この発明の第１の実施形態による多層セラミック基板１を図解的に示す
断面図である。
【図２】図２は、図１に示した多層セラミック基板１を製造するために作製される生の積
層体１１を図解的に示す断面図である。
【図３】図３は、生の積層体を作製するために用いられる複合グリーンシートの第１の例
を示す断面図である。
【図４】図４は、生の積層体を作製するために用いられる複合グリーンシートの第２の例
を示す断面図である。
【図５】図５は、生の積層体を作製するために用いられる複合グリーンシートの第３の例
を示す断面図である。
【図６】図６は、生の積層体を作製するために用いられる複合グリーンシートの第４の例
を示す断面図である。
【図７】図７は、生の積層体を作製するために用いられる複合グリーンシートの第５の例
を示す断面図である。
【図８】図８は、この発明の第２の実施形態による多層セラミック基板１ａの一部を図解
的に示す断面図である。
【図９】図９は、この発明の第３の実施形態による多層セラミック基板１ｂを図解的に示
す断面図である。
【図１０】図１０は、この発明の第４の実施形態による多層セラミック基板１ｃを図解的
に示す断面図である。
【図１１】図１１は、この発明の第５の実施形態による多層セラミック基板１ｄを図解的
に示す断面図である。
【図１２】図１２は、この発明の第６の実施形態による多層セラミック基板１ｅを図解的
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に示す断面図である。
【図１３】図１３は、この発明の第７の実施形態による多層セラミック基板１ｆを図解的
に示す断面図である。
【図１４】図１４は、実験例１において作製した試料１および５の各々に係る生の積層体
３１を断面で示す正面図である。
【図１５】図１５は、実験例１において作製した試料２に係る生の積層体４１を断面で示
す正面図である。
【図１６】図１６は、実験例１において作製した試料３に係る生の積層体４５を断面で示
す正面図である。
【図１７】図１７は、実験例１において作製した試料４に係る生の積層体４８を断面で示
す正面図である。
【図１８】図１８は、実験例２において、試料としての多層セラミック基板５１を得るた
めに作製される、分割前のマザー基板５０の外観を示す平面図である。
【図１９】図１９は、図１８に示したマザー基板５０を分割して得られた試料としての多
層セラミック基板５１を示すもので、（ａ）は、（ｂ）または（ｃ）の線Ａ－Ａに沿う断
面図であり、（ｂ）は、（ａ）のＢ－Ｂに沿う断面図であり、（ｃ）は、（ａ）の線Ｃ－
Ｃに沿う断面図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１，１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄ，１ｅ，１ｆ　多層セラミック基板
　２　基材層
　３　拘束層
　４　介在層
　５～７，２３　導体膜
　８　ビアホール導体
　１１　生の積層体
　１２　収縮抑制層
　１６～２０　複合グリーンシート
　２６　キャビティ
【発明を実施するための最良の形態】
【００５１】
　図１は、この発明の第１の実施形態による多層セラミック基板１を図解的に示す断面図
である。図１において、多層セラミック基板１は、その厚み方向寸法が誇張されて図示さ
れている。
【００５２】
　多層セラミック基板１は、各々複数の基材層２と拘束層３と介在層４とを備える積層構
造を有している。この実施形態では、積層方向に隣り合う基材層２間において、介在層４
、拘束層３および介在層４がこの順序で積層されている積層構造部分を備えている。また
、この実施形態では、積層方向に隣り合う拘束層３間において、介在層４、２つの基材層
２および介在層４がこの順序で積層されている積層構造部分を備えている。なお、この実
施形態では、２つの基材層２が互いに接した状態で図示されているが、これは、後述する
製造方法の説明を容易にするためのもので、実際には、隣り合う２つの基材層２は互いに
一体化されている。
【００５３】
　基材層２は、結晶化ガラス材料および第１のセラミック材料を含む第１の粉体の集合体
をもって構成される。上述の結晶化ガラス材料としては、たとえば、ＳｉＯ２－ＣａＯ－
Ａｌ２Ｏ３－Ｂ２Ｏ３系のものが用いられる。第１のセラミック材料としては、たとえば
アルミナが用いられる。
【００５４】
　拘束層３は、上記結晶化ガラス材料を溶融させ得る温度では焼結しない第２のセラミッ
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ク材料を含む第２の粉体の集合体をもって構成される。この第２のセラミック材料として
は、たとえばアルミナが有利に用いられる。
【００５５】
　介在層４は、上記結晶化ガラス材料の溶融物の粘度を下げるように作用する粘度低下物
質を含む第３の粉体の集合体をもって構成される。粘度低下物質としては、基材層２に含
まれる結晶化ガラス材料よりも低粘度の低粘度ガラス材料および／または基材層２に含ま
れる結晶化ガラス材料よりも低融点の低融点ガラス材料が用いられる。低粘度ガラス材料
としては、好ましくは、Ｂ2 Ｏ3 を多く含むガラス材料が用いられる。また、低融点ガラ
ス材料としては、たとえば、ＳｉＯ2 －ＰｂＯ系ガラス材料を用いることができる。なお
、このような粘度低下物質の作用については、多層セラミック基板１の製造方法の説明に
おいて後述する。
【００５６】
　多層セラミック基板１において、介在層４は、その一方主面が基材層２に接し、かつそ
の他方主面が拘束層３に接するように位置している。
【００５７】
　また、基材層２に含まれる第１の粉体の少なくとも一部は、焼結状態である。他方、拘
束層３に含まれる第２の粉体は、未焼結状態にあるが、上記結晶化ガラス材料を含む第１
の粉体の一部および介在層４に含まれる第３の粉体の一部が拘束層３に拡散あるいは流動
することによって、互いに固着されている。
【００５８】
　好ましくは、基材層２に含まれる結晶化ガラス材料の一部は、拘束層３の全域に拡散あ
るいは流動しており、第２の粉体のすべてが、この結晶化ガラス材料の一部によって互い
に固着されている。なお、完成品としての多層セラミック基板１の基材層２に含まれる結
晶化ガラス材料は、第１の粉体の少なくとも一部を焼結させるための焼成工程より前の段
階でガラス化されていたものを含んでいても、焼成工程により溶融してガラス化されたも
のを含んでいてもよい。
【００５９】
　この実施形態では、拘束層３は基材層２より薄くされる。
【００６０】
　多層セラミック基板１は、さらに、配線導体を備えている。配線導体は、たとえばコン
デンサまたはインダクタのような受動素子を構成したり、あるいは素子間の電気的接続の
ような接続配線を行なったりするためのもので、典型的には、いくつかの導体膜５～７お
よびいくつかのビアホール導体８をもって構成される。
【００６１】
　導体膜５は、多層セラミック基板１の内部に形成される。この実施形態では、基材層２
の主面に沿って形成されているが、必ずしも、この場所に形成される必要はなく、拘束層
３または介在層４に沿って形成されてもよい。導体膜６および７は、それぞれ、多層セラ
ミック基板１の一方主面上および他方主面上に形成される。なお、この実施形態では、導
体膜６および７は、ともに、基材層２上に位置している。ビアホール導体８は、導体膜５
～７のいずれかと電気的に接続されかつ特定の基材層２を厚み方向に貫通するように設け
られる。
【００６２】
　多層セラミック基板１の一方主面上には、導体膜６に電気的に接続された状態で、チッ
プ部品９および１０が搭載される。
【００６３】
　次に、多層セラミック基板１の製造方法について説明する。図２は、多層セラミック基
板１を製造するために作製される生の積層体１１を図解的に示す断面図である。図２にお
いて、図１に示した要素に相当する要素には同様の参照符号を付し、重複する説明は省略
する。なお、図２では、焼成による収縮が生じる前の生の状態が図示されているので、特
に基材層２については、その厚み方向寸法が図１に図示したものに比べて大きくされてい
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る。
【００６４】
　生の積層体１１は、図１に示した多層セラミック基板１に備える要素に対応する要素を
備えている。より詳細には、生の積層体１１は、生の状態にある基材層２と、生の状態に
ある拘束層３と、生の状態にある介在層４とを備えている。また、導体膜５～７およびビ
アホール導体８が、導電性金属粉末を含む導電性ペーストを焼成することによって形成さ
れる場合には、生の積層体１１は、それぞれ生の状態にある導体膜５～７およびビアホー
ル導体８を備えている。
【００６５】
　生の状態にある基材層２は、結晶化ガラス材料または焼成によって溶融してガラス化さ
れることにより結晶化ガラス材料となり得るガラス成分および第１のセラミック材料を含
む第１の粉体を含んでいる。一例として、生の状態にある基材層２は、結晶化ガラス材料
としてのＳｉＯ２－ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－Ｂ２Ｏ３系ガラス粉末と、第１のセラミック材
料としてのアルミナ粉末と、分散媒としての水と、バインダとしてのポリビニルアルコー
ルと、分散剤としてのポリカルボン酸系分散剤とを含んでいる。
【００６６】
　生の状態にある拘束層３は、上記結晶化ガラス材料を溶融させ得る温度では焼結しない
第２のセラミック材料を含む第２の粉体を含んでいる。一例として、生の状態にある拘束
層３は、第２のセラミック材料としてのアルミナ粉末と、分散媒としての水と、バインダ
としてのポリビニルアルコールと、分散剤としてのポリカルボン酸系分散剤とを含んでい
る。
【００６７】
　生の状態にある介在層４は、上記結晶化ガラス材料の溶融物の粘度を下げるように作用
する粘度低下物質を含む第３の粉体を含んでいる。粘度低下物質としては、前述したよう
に、低粘度ガラス材料および／または低融点ガラス材料が用いられる。一例として、生の
状態にある介在層４は、Ｂ2 Ｏ3 を多く含むＳｉＯ2 －ＣａＯ－Ａｌ2 Ｏ3 －ＭｇＯ－Ｂ

2 Ｏ3 系ガラス粉末と、アルミナ粉末と、分散媒としての水と、バインダとしてのポリビ
ニルアルコールと、分散剤としてのポリカルボン酸系分散剤とを含んでいる。なお、上記
のようなＢ2 Ｏ3 を多く含むＳｉＯ2 －ＣａＯ－Ａｌ2 Ｏ3 －ＭｇＯ－Ｂ2 Ｏ3 系ガラス
は、低粘度ガラス材料であるが、これに代えて、低融点ガラス材料として、ＳｉＯ2 －Ｐ
ｂＯ系ガラスを用いてもよい。
【００６８】
　導体膜５～７およびビアホール導体８を形成するための導電性ペーストは、一例として
、Ａｇ粉末と、バインダとしてのエチルセルロースと、溶剤としてのテルペン類とを含ん
でいる。
【００６９】
　生の積層体１１は、さらに、その両主面上に形成される収縮抑制層１２を備えている。
収縮抑制層１２は、前述した生の状態にある拘束層３と同じ組成を有している。なお、収
縮抑制層１２を備えずに、多層セラミック基板１を作製してもよい。また、収縮抑制層１
２を介して生の積層体１１を複数積み重ねることにより、複数の多層セラミック基板１を
一挙に作製するようにしてもよい。
【００７０】
　次に、生の積層体１１が集合体である場合は、所望の大きさに分割する。なお、集合体
である生の積層体１１に分割線となるべき溝を形成して焼成し、焼成後の集合基板を先の
分割線に沿って分割してもよい。
【００７１】
　次に、生の積層体１１を焼成する工程が実施される。この焼成工程において付与される
温度等の条件は、焼成工程の後、次のような状態が得られるように選ばれる。すなわち、
焼成工程の結果、基材層２に含まれる第１の粉体の少なくとも一部は焼結する。また、基
材層２に含まれる結晶化ガラス材料を含む第１の粉体の一部および介在層４に含まれる第
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３の粉体の一部は、拘束層３に拡散あるいは流動する。これによって、拘束層３に含まれ
る第２の粉体は、焼結せずに、互いに固着される。
【００７２】
　上述した焼成工程において、基材層２に含まれる結晶化ガラス材料の一部は、拘束層３
の全域に拡散あるいは流動し、これによって、第２の粉体のすべてが互いに固着されるこ
とが好ましい。
【００７３】
　焼成工程において、拘束層３に含まれる第２の粉体は焼結しないため、拘束層３には実
質的な収縮が生じない。したがって、拘束層３は、基材層２に対して、収縮抑制作用を及
ぼし、基材層２の主面方向での収縮を抑制する。また、収縮抑制層１２についても、拘束
層３と同様の収縮抑制作用を、基材層２に対して及ぼす。これらのことから、焼成による
収縮は、基材層２の厚み方向においてのみ実質的に生じるようになり、得られた多層セラ
ミック基板１の不所望な変形が生じにくくなり、寸法精度を高めることができる。
【００７４】
　また、焼成工程において、介在層４に含まれる粘度低下物質は、基材層２に含まれる結
晶化ガラス材料の溶融物の粘度を下げるように作用し、拘束層３への結晶化ガラス材料の
浸透を促進する。
【００７５】
　より具体的には、粘度低下物質として、Ｂ2 Ｏ3 を多く含むガラス材料のような低粘度
ガラス材料および／またはＳｉＯ2 －ＰｂＯ系ガラス材料のような低融点ガラス材料が用
いられると、焼成工程において、これら低粘度ガラス材料および／または低融点ガラス材
料は、基材層２に含まれる結晶化ガラス材料に混ざることによって、この結晶化ガラス材
料の溶融物の粘度を物理的に下げるように作用する。この場合、介在層４は、２～１０μ
ｍ程度の厚みとされることが好ましい。
【００７６】
　なお、基材層２に含まれる結晶化ガラス材料は、焼成工程より前の段階でガラス化され
ているものの他、焼成工程において、結晶化ガラス材料となり得るガラス成分を溶融して
ガラス化したものであってもよい。
【００７７】
　焼成工程での上述した結晶化ガラス材料の挙動の結果、焼成工程の後において、介在層
４、拘束層３および介在層４を介在させて積層方向に隣り合う基材層２の各々における単
位体積あたりの結晶化ガラス材料の含有量（拘束層３への拡散または流動の結果、残存し
た量）は、互いに等しくなるように、基材層２の各厚みが設定されることが好ましい。こ
の実施形態では、より具体的には、拘束層３の各側に配置される基材層２の各厚みが互い
に同じとされている。
【００７８】
　前述したように、基材層２は、拘束層３および収縮抑制層１２によって主面方向での収
縮が抑制された状態にあるため、焼成工程において、厚み方向に関して比較的大きく収縮
する。他方、導体膜５～７およびビアホール導体８においても、焼成工程において、導電
性金属粉末が焼結するため収縮が生じる。しかしながら、導体膜５～７およびビアホール
導体８の収縮率は、基材層２の厚み方向での収縮率に比べて低い。その結果、焼成後にお
いて、多層セラミック基板１には、ビアホール導体８の存在に起因する突起が不所望にも
形成されることがある。特に、ビアホール導体８が、積層方向における最も端に位置する
基材層２に設けられている場合、上述した突起が生じやすい。収縮抑制層１２は、このよ
うな突起の発生を抑制するのに効果的である。
【００７９】
　収縮抑制層１２は、焼成工程において焼結しない。この未焼結の収縮抑制層１２は、焼
成工程の後、除去される。このような収縮抑制層１２の除去を容易にするためには、収縮
抑制層１２中にガラス材料が浸透していない方が好ましい。そのため、生の積層体１１に
おいて、基材層２と収縮抑制層１２との間には、介在層４が形成されず、基材層２が収縮
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抑制層１２に接していることが好ましい。また、上述のように、基材層２と収縮抑制層１
２との間に介在層４が形成されていない方が、基材層２上に導体膜６および７を形成する
ことにとって好都合である。
【００８０】
　なお、多層セラミック基板１の外表面上に形成される導体膜６および７については、生
の積層体１１を焼成し、収縮抑制層１２を除去した後、導電性ペーストを付与し、これを
焼き付けることによって形成してもよい。
【００８１】
　次に、必要に応じて、多層セラミック基板１上に、図１に示すように、チップ部品９お
よび１０が搭載される。
【００８２】
　上述した多層セラミック基板１において、基材層２、拘束層３および介在層４は、互い
に異なる材料から構成されるため、各々の熱膨張係数が互いに異なるのが通常である。こ
の場合、焼成工程後の冷却過程において、多層セラミック基板１中のガラス成分の流動性
が失われたとき、基材層２、拘束層３および介在層４の各々には、熱膨張係数が小さい方
に圧縮応力、熱膨張係数が大きい方に引っ張り応力がそれぞれ残留することになる。一般
に、セラミック材料は、圧縮応力に比べ、引っ張り応力に対しての強度が低く、引っ張り
応力についての限界強度に達すると、クラック等の構造欠陥が発生することがある。この
問題を解決するため、基材層２の熱膨張係数と介在層４の熱膨張係数との差は絶対値で２
．０ｐｐｍ／℃以下であり、かつ、拘束層３の熱膨張係数と介在層４の熱膨張係数との差
は絶対値で２．０ｐｐｍ／℃以下とされることが好ましい。
【００８３】
　生の積層体１１を作製するため、基材層２、拘束層３および介在層４の各々を１層ずつ
積層することも考えられるが、好ましくは、以下に説明するように、複合グリーンシート
の状態で用意され、この複合グリーンシートを用いて生の積層体１１を作製するようにさ
れる。
【００８４】
　図３ないし図７には、複合グリーンシートのいくつかの例が断面図で示されている。図
３ないし図７において、図２に示した要素に相当する要素には同様の参照符号を付してい
る。また、図３ないし図７においては、導体膜やビアホール導体の図示が省略されている
。
【００８５】
　図３ないし図７には、たとえばポリエチレンテレフタレートからなるキャリアフィルム
１５が図示されている。キャリアフィルム１５は、たとえば基材層２となるべきセラミッ
クスラリーをシート状に成形する際に用いられ、また、成形された後のグリーンシートの
取り扱いを容易にする。キャリアフィルム１５は、生の積層体１１を得るための積層工程
を終えた段階では剥離され除去される。
【００８６】
　図３に示した複合グリーンシート１６は、キャリアフィルム１５上に、生の状態にある
基材層２となるべきグリーンシートが成形され、その後、必要に応じて乾燥され、次いで
、基材層２上に、生の状態にある介在層４となるべきグリーンシートが成形されることに
よって得られたものである。この複合グリーンシート１６の場合、図示しないが、介在層
４上に導体膜を形成することが容易である。
【００８７】
　上述した基材層２となるべきグリーンシートの成形と介在層４となるべきグリーンシー
トの成形とは、一連の工程をもって実施してもよいが、基材層２となるべきグリーンシー
トを成形した後、基材層２となるべきグリーンシートを保持するキャリアフィルム１５を
、一旦、ロール状に巻き、その後、ロールから基材層２となるべきグリーンシートをキャ
リアフィルム１５とともに引き出し、介在層４となるべきグリーンシートを成形するよう
にしてもよい。このことは、図４ないし図７を参照して説明する他の複合グリーンシート
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１７～２０の場合についても言える。
【００８８】
　図４に示した複合グリーンシート１７は、キャリアフィルム１５上に、生の状態にある
介在層４となるべきグリーンシートが成形され、その後、必要に応じて乾燥され、次いで
、生の状態にある基材層２となるべきグリーンシートが成形されることによって得られた
ものである。この複合グリーンシート１７の場合、図示しないが、基材層２上に導体膜を
形成することが容易である。
【００８９】
　なお、図３に示した複合グリーンシート１６と図４に示した複合グリーンシート１７と
は、キャリアフィルム１５を除去した状態では、互いに同じ積層構造を有している。
【００９０】
　図５に示した複合グリーンシート１８は、キャリアフィルム１５上に、生の状態にある
基材層２となるべきグリーンシートが成形され、その後、必要に応じて乾燥され、次いで
、基材層２上に、生の状態にある介在層４となるべきグリーンシートが成形され、その後
、必要に応じて乾燥され、次いで、介在層４上に、生の状態にある拘束層３となるべきグ
リーンシートが成形されることによって得られたものである。この複合グリーンシート１
８の場合、図示しないが、拘束層３上に導体膜を形成することが容易である。
【００９１】
　図６に示した複合グリーンシート１９は、キャリアフィルム１５上に、生の状態にある
拘束層３となるべきグリーンシートが成形され、その後、必要に応じて乾燥され、次いで
、拘束層３上に、生の状態にある介在層４となるべきグリーンシートが成形され、その後
、必要に応じて乾燥され、次いで、介在層４上に、生の状態にある基材層２となるべきグ
リーンシートが成形されることによって得られたものである。この複合グリーンシート１
９の場合、図示しないが、基材層２上に導体膜を形成することが容易である。
【００９２】
　なお、図５に示した複合グリーンシート１８と図６に示した複合グリーンシート１９と
は、キャリアフィルム１５を除去した状態では、互いに同じ積層構造を有している。
【００９３】
　図７に示した複合グリーンシート２０は、キャリアフィルム１５上に、生の状態にある
基材層２となるべきグリーンシート、生の状態にある介在層４となるべきグリーンシート
、生の状態にある拘束層３となるべきグリーンシート、生の状態にある介在層４となるべ
きグリーンシート、および生の状態にある基材層２となるべきグリーンシートが、この順
序で成形されることによって得られたものである。この複合グリーンシート２０の場合、
図示しないが、基材層２上に導体膜を形成することが容易である。
【００９４】
　上述した複合グリーンシート１６～２０は、これらのうちのいずれかを単独で用いたり
、これらのうちのいずれかを組み合わせて用いたりすることによって、生の積層体１１を
作製することができる。たとえば、複合グリーンシート１６または１７と複合グリーンシ
ート１８または１９とを組み合わせることによって、生の積層体１１を作製することがで
きる。また、複数の複合グリーンシート２０を積層することによって、生の積層体１１を
作製することができる。
【００９５】
　図８は、この発明の第２の実施形態による多層セラミック基板１ａの一部を図解的に示
す断面図である。図８において、多層セラミック基板１ａは、その積層方向での一部が図
示されている。また、図８において、図１に示す要素に相当する要素には同様の参照符号
を付し、重複する説明は省略する。
【００９６】
　図８に示した多層セラミック基板１ａは、拘束層３または介在層４の主面に沿って形成
される導体膜２３を備えていることを特徴としている。この実施形態からわかるように、
導体膜は、基材層２、拘束層３および介在層４のいずれの主面に沿って形成されていても
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よい。
【００９７】
　たとえば、基材層２が有する特定の電磁気的特性を利用しようとする場合には、基材層
２の主面に沿って導体膜５が形成され、拘束層３が有する特定の電磁気的機能を利用しよ
うとする場合には、導体膜２３が拘束層３の主面に沿って形成される。したがって、基材
層２に含まれる第１の粉体あるいは拘束層３に含まれる第２の粉体としては、必要に応じ
て、電気絶縁性、誘電性、圧電性、磁性等の任意の性質を有するものを用いることができ
、それによって、多層セラミック基板１ａにおいて、特定の電磁気的機能を付与すること
ができる。
【００９８】
　図９は、この発明の第３の実施形態による多層セラミック基板１ｂを図解的に示す断面
図である。図９において、図１に示した要素に相当する要素には同様の参照符号を付し、
重複する説明は省略する。なお、図９では、導体膜およびビアホール導体のような配線導
体の図示が省略されている。
【００９９】
　図９に示した多層セラミック基板１ｂは、一方の主面に沿って開口を位置させているキ
ャビティ２６を備えることを特徴としている。キャビティ２６内には、図示しないが、チ
ップ部品が搭載される。このようなキャビティ２６を備える多層セラミック基板１ｂを製
造する場合、キャビティ２６は、生の積層体の段階で設けられている。したがって、生の
積層体を作製するため、複数のグリーンシートが積層されるとき、複数のグリーンシート
のうちの特定のものにキャビティ２６となるべき貫通孔が予め設けられる。
【０１００】
　生の積層体を焼成するとき、そこにキャビティが設けられている場合、不所望な変形が
生じやすい。したがって、この発明による変形抑制作用は、図９に示すようなキャビティ
２６を備える多層セラミック基板１ｂを製造しようとするとき、特に効果的に発揮される
。
【０１０１】
　図１０ないし図１３は、それぞれ、この発明の第４ないし第７の実施形態による多層セ
ラミック基板１ｃ、１ｄ、１ｅおよび１ｆを図解的に示す断面図である。図１０ないし図
１３にそれぞれ示した多層セラミック基板１ｃ、１ｄ、１ｅおよび１ｆは、図９に示した
キャビティ２６を備える多層セラミック基板１ｂの変形例に相当するものである。図１０
ないし図１３において、図９に示した要素に相当する要素には同様の参照符号を付し、重
複する説明は省略する。なお、図１０ないし図１３においても、導体膜およびビアホール
導体のような配線導体の図示が省略されている。
【０１０２】
　キャビティを備える多層セラミック基板においては、キャビティの底面より上方の部分
であってキャビティを取り囲む側壁部分とキャビティの底面より下方の部分である底壁部
分とのそれぞれが焼成時に収縮しようとするため、応力が発生し、側壁部分と底壁部分と
の界面にクラック等の欠陥が生じる可能性がある。
【０１０３】
　そこで、図１０ないし図１３にそれぞれ示した多層セラミック基板１ｃ、１ｄ、１ｅお
よび１ｆでは、側壁部分２７と底壁部分２８との界面に沿って拘束層３が配置されている
。これによって、焼成時において、側壁部分２７と底壁部分２８とのそれぞれが拘束層３
によって拘束されて各々の収縮が抑制されるようにし、そのため、クラック等が発生しに
くくされている。
【０１０４】
　より具体的には、図１０に示した多層セラミック基板１ｃでは、キャビティ２６の底面
が拘束層３によって規定されかつ側壁部分２７と底壁部分２８との界面の両側に拘束層３
が存在するように、拘束層３が配置されている。
【０１０５】
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　図１１に示した多層セラミック基板１ｄでは、キャビティ２６の底面が基材層２によっ
て規定されるが、側壁部分２７における底壁部分２８に近接した位置に拘束層３が配置さ
れている。
【０１０６】
　図１２に示した多層セラミック基板１ｅでは、キャビティ２６の底面が介在層４によっ
て規定されるが、側壁部分２７と底壁部分２８との界面に近接した位置に拘束層３が配置
されている。
【０１０７】
　図１３に示した多層セラミック基板１ｆでは、キャビティ２６の底面が拘束層３によっ
て規定されるように、拘束層３が配置されている。
【０１０８】
　これらの多層セラミック基板１ｃ～１ｆのうち、特に、図１０に示した多層セラミック
基板１ｃにおいては、側壁部分２７と底壁部分２８との界面を介して、側壁部分２７側お
よび底壁部分２８側の双方に拘束層３が形成されているので、最も効果的に収縮を抑制す
ることができる。
【０１０９】
　次に、この発明による効果を確認するために実施した実験例について説明する。
【０１１０】
　［実験例１］
　１．試料の作製
　この実験例では、次のような試料１～５の各々に係る多層セラミック基板を作製した。
【０１１１】
　（１）試料１
　試料１は、この発明の範囲内にある実施例に該当するもので、図１４に示すような構造
を有する生の積層体３１を焼成して得られたものである。図１４は、生の積層体３１を断
面で示す正面図である。
【０１１２】
　生の積層体３１は、それぞれ生の状態にある基材層３２、拘束層３３および介在層３４
を備え、１層の拘束層３３に対して、各側に、各々１層の介在層３４を介して、各々３層
の基材層２３を積層した構造を有している。また、生の積層体３１は、その上方主面およ
び下方主面上に複数の外部導体膜３５をそれぞれ形成するとともに、その内部に複数の内
部導体膜３６を形成している。内部導体膜３６は、拘束層３３の両主面上にそれぞれ形成
した。また、生の積層体３１は、その内部に、基材層２３を貫通しかつ外部導体膜３５と
内部導体膜３６とを接続するように複数のビアホール導体３７を形成している。
【０１１３】
　上述のような構造の生の積層体３１における基材層３２となるべきグリーンシートを次
のように作製した。すなわち、平均粒径約２μｍのワラステナイトを析出する結晶化ガラ
スＳｉＯ２－ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－Ｂ２Ｏ３（４４：４７：５：４）系ガラス粉末５０重
量部と、平均粒径１．５μｍのアルミナ粉末５０重量部と、分散媒としての水５０重量部
と、バインダとしてのポリビニルアルコール２０重量部と、ポリカルボン酸系分散剤１重
量部とを混合してスラリーとし、このスラリーから気泡を除去した後、ドクターブレード
法によってスラリーをシート状に成形し、乾燥することによって、厚み３０μｍの基材層
３２となるべきグリーンシートを得た。
【０１１４】
　また、生の積層体３１における拘束層３３となるべきグリーンシートを次のように作製
した。すなわち、平均粒径１μｍのアルミナ粉末１００重量部と、分散媒としての水５０
重量部と、バインダとしてのポリビニルアルコール２０重量部と、分散剤としてのポリカ
ルボン酸系分散剤１重量部とを混合してスラリーとし、このスラリーから気泡を除去した
後、ドクターブレード法によってスラリーをシート状に成形し、乾燥することによって、
厚み１０μｍの拘束層３３となるべきグリーンシートを得た。
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【０１１５】
　また、生の積層体３１における介在層３４となるべきグリーンシートを次のように作製
した。すなわち、平均粒径約４μｍの単独では結晶化しないＳｉＯ２－ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ

３－ＭｇＯ－Ｂ２Ｏ３（３６：１３：２４：２：２４）系ガラス粉末５０重量部と、平均
粒径０．３５μｍのアルミナ粉末５０重量部と、分散媒としての水５０重量部と、バイン
ダとしてのポリビニルアルコール２０重量部と、分散剤としてのポリカルボン酸系分散剤
１重量部とを混合してスラリーとし、このスラリーから気泡を除去した後、ドクターブレ
ード法によってスラリーをシート状に成形し、乾燥することによって、厚み４μｍの介在
層３４となるべきグリーンシートを得た。
【０１１６】
　他方、外部導体膜３５、内部導体膜３６およびビアホール導体３７を形成するための導
電性ペーストとして、平均粒径２μｍのＡｇ粉末を４８重量部、バインダとしてのエチル
セルロースを３重量部、ならびに溶剤としてのテルペン類を４９重量部含むものを用意し
た。そして、前述の基材層３２となるべきグリーンシートの所定のものおよび拘束層３３
となるべきグリーンシートに対して、外部導体膜３５、内部導体膜３６およびビアホール
導体３７を形成するための工程を実施し、これらの工程において、上記導電性ペーストを
付与した。
【０１１７】
　次に、上述した各々のグリーンシートを、図１４に示した生の積層体３１が得られるよ
うに積層し、圧着した。この生の積層体３１の厚みは、焼成後において０．１ｍｍであっ
た。次いで、生の積層体３１を、平面寸法が３０ｍｍ×３０ｍｍとなるようにカットした
。
【０１１８】
　次いで、この生の積層体３１を、８６０℃、８８０℃、９００℃および９２０℃の各温
度で２０分間焼成し、試料１に係る多層セラミック基板を得た。
【０１１９】
　（２）試料２
　試料２は、この発明の範囲内にある実施例に該当するもので、図１５に示すような構造
を有する生の積層体４１を焼成して得られたものである。図１５は、生の積層体４１を断
面で示す正面図である。図１５において、図１４に示す要素に相当する要素には同様の参
照符号を付し、重複する説明は省略する。
【０１２０】
　試料２に係る生の積層体４１は、試料１に係る生の積層体３１と比較して、その両主面
上に形成される収縮抑制層４２を備える点で異なっている。収縮抑制層４２となるべきグ
リーンシートは、拘束層３３となるべきグリーンシートと同じ組成を有していて、その厚
みが５０μｍのものを用意した。そして、焼成工程の後、収縮抑制層４２は除去した。そ
の他の点については、試料１の場合と同様の方法によって、試料２に係る多層セラミック
基板を作製した。
【０１２１】
　（３）試料３
　試料３は、この発明の範囲内にある実施例に該当するもので、図１６に示すような構造
を有する生の積層体４５を焼成して得られたものである。図１６は、生の積層体４５を断
面で示す正面図である。図１６において、図１５に示す要素に相当する要素には同様の参
照符号を付し、重複する説明は省略する。
【０１２２】
　試料３に係る生の積層体４５は、試料１に係る生の積層体３１に相当する３つの積層体
を、収縮抑制層４２を介して、積み重ねるとともに、この積み重ねの両端部にも、収縮抑
制層４２を形成した構造を有している。試料２の場合と同様、収縮抑制層４２となるべき
グリーンシートは、拘束層３３となるべきグリーンシートと同じ組成を有していて、その
厚みが５０μｍのものを用意した。そして、焼成工程の後、収縮抑制層４２は除去すると
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と同様である。
【０１２３】
　（４）試料４
　試料４は、この発明の範囲外にある比較例に該当するもので、図１７に示すような構造
を有する生の積層体４８を焼成して得られたものである。図１７において、図１４に示し
た要素に相当する要素には同様の参照符号を付している。図１７に示した生の積層体４８
は、図１４に示した生の積層体３１と比較して、介在層３４を備えていない点で相違して
いる。
【０１２４】
　図１７に示すような構造の生の積層体４８を得るため、介在層３４となるべきグリーン
シートを用いないことを除いて、前述した試料１の場合と同様の方法により、試料４に係
る多層セラミック基板を作製した。
【０１２５】
　（５）試料５
　試料５は、この発明の範囲外にある比較例に該当するもので、図１４に示すような構造
を有する生の積層体３１を焼成して得られたものであるが、介在層３４となるべきグリー
ンシートの組成が異なっている。
【０１２６】
　介在層３４となるべきグリーンシートを次のように作製した。すなわち、平均粒径１μ
ｍの酸化銅粉末１００重量部と、平均粒径１．５μｍのアルミナ粉末５０重量部と、分散
媒としての水５０重量部と、バインダとしてのポリビニルアルコール２０重量部と、分散
剤としてのポリカルボン酸系分散剤１重量部とを混合してスラリーとし、このスラリーか
ら気泡を除去した後、ドクターブレード法によってスラリーをシート状に成形し、乾燥す
ることによって厚み４μｍの介在層３４となるべきグリーンシートを得た。
【０１２７】
　その他の点については、試料１の場合と同様の方法によって、試料５に係る多層セラミ
ック基板を作製した。
【０１２８】
　２．評価
　以上のような試料１～５の各々について、焼成によるＸ－Ｙ方向収縮率、ならびに多層
セラミック基板の吸水率、反りおよびビアホール導体に起因する多層セラミック基板表面
での突出量をそれぞれ評価した。なお、これらの評価は、焼成温度を、８６０℃、８８０
℃、９００℃および９２０℃のそれぞれに設定して焼成して得られた各試料について行な
った。表１にＸ－Ｙ方向収縮率の評価結果が、表２に吸水率の評価結果が、表３に反りの
評価結果が、表４に突出量がそれぞれ示されている。
【０１２９】
【表１】

【０１３０】
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【表２】

【０１３１】
【表３】

【０１３２】
【表４】

【０１３３】
　表１に示すように、作製した試料は、いずれも、焼成時のＸ－Ｙ方向収縮率が０．３～
０．５％の範囲内にあった。
【０１３４】
　表２に示した吸水率を比較すると、実施例としての試料１～３では、８８０℃の焼成温
度で吸水率が０％となった。このように、吸水率が０％となったことは、拘束層３３に結
晶化ガラス材料が円滑に浸透し、拘束層３３が十分に緻密化していることを意味している
。
【０１３５】
　これらに対して、比較例としての試料４および５については、試料５の方が試料４に比
べて、より低い焼成温度で吸水率が低下するものの、試料４および５のいずれについても
、９２０℃以下の焼成温度では、吸水率が０％となることはなかった。試料４において、
焼成温度８６０℃についての吸水率のデータがないのは、拘束層にほとんどガラス材料が
浸透しておらず、拘束層から基板が分断され、一体化されなかったためである。
【０１３６】
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　なお、試料５の方が試料４に比べて、より低い焼成温度で吸水率が低下したのは、試料
５は、図１４を参照して前述したように、介在層３４を備える生の積層体３１を焼成して
得られたものであるためである。しかしながら、介在層３４には、遷移元素の酸化物とし
ての酸化銅が含まれていた。酸化銅のような遷移元素の酸化物は、不安定な状態にある結
晶化ガラス材料の酸素架橋を切断することにより、初期状態では、一旦、結晶化ガラス材
料の粘度を低下させるが、その後、さらに不安定になったガラス材料の結晶化を促進し、
ガラス材料の一層の粘度上昇をもたらすことになるため、試料５では、ガラス材料が拘束
層３３に円滑に浸透しなくなり、前述したように、吸水率を０％とすることができず、拘
束層３３を十分に緻密化することができなかったのである。
【０１３７】
　次に、表３に示した反りについては、試料１～５のいずれもが、焼成温度が高くなるほ
ど、反りが大きくなる傾向が現れた。特に、この発明の範囲内にある試料１～３の間で比
較すると、試料２および３では、それぞれ、図１５および図１６に示すように、焼成され
るべき生の積層体４１および４５が収縮抑制層４２を備えていたため、図１４に示すよう
に、生の積層体３１が収縮抑制層を備えていなかった試料１に比べて、反りを大幅に低減
することができた。また、この発明の範囲外の試料４および５では、試料１の場合と同様
、それぞれ、図１７および図１４に示すように、生の積層体４８および３１が収縮抑制層
を備えていなかったので、反りを十分に抑制することができなかった。
【０１３８】
　次に、表４に示した突出量については、この発明の範囲内にある試料１～３の間で比較
すると、試料２および３では、それぞれ、図１５および図１６に示すように、焼成される
べき生の積層体４１および４５が収縮抑制層４２を備えていたため、図１４に示すように
、生の積層体３１が収縮抑制層を備えていなかった試料１に比べて、突出量を大幅に低減
することができた。また、この発明の範囲外の試料４および５においては、試料１の場合
と同様、それぞれ、図１７および図１４に示すように、生の積層体４８および３１が収縮
抑制層を備えていなかったので、突出量を十分に抑制することができなかった。
【０１３９】
　［実験例２］
　この実験例は、多層セラミック基板に備える基材層、拘束層および介在層の各々の熱膨
張係数についての好ましい関係を求めるために実施した。
【０１４０】
　１．グリーンシートの作製
　（１）基材層用グリーンシート
　平均粒径２μｍであって、ワラステナイトを析出する結晶化ガラスＳｉＯ２－ＣａＯ－
Ａｌ２Ｏ３－Ｂ２Ｏ３（４４：４７：５：４）系ガラス粉末５０重量部と、平均粒径１．
５μｍのアルミナ粉末５０重量部と、分散媒しての水５０重量部と、バインダとしてのポ
リビニルアルコール２０重量部と、分散剤としてのポリカルボン酸系分散剤１重量部とを
混合してスラリーとし、このスラリーから気泡を除去した後、ドクターブレード法によっ
てスラリーをシート状に成形し、乾燥することによって、基材層となるべき厚み１００μ
ｍのグリーンシートを得た。
【０１４１】
　この基材層用グリーンシートの焼結後の熱膨張係数（α１）を求めたところ、８．３ｐ
ｐｍ／℃であった。
【０１４２】
　（２）拘束層用グリーンシート
【０１４３】
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【表５】

【０１４４】
　表５に示すように、Ｒ１～Ｒ５の５種類の拘束層用グリーンシートを作製した。
【０１４５】
　より詳細には、平均粒径０．５μｍであって、表５の「セラミック粉末」の欄に示すよ
うな種類のセラミック粉末１００重量部と、分散媒としての水５０重量部と、バインダと
してのポリビニルアルコール２０重量部と、分散剤としてのポリカルボン酸系分散剤１重
量部とを混合してスラリーとし、このスラリーから気泡を除去した後、ドクターブレード
法によってスラリーをシート状に成形し、乾燥することによって、拘束層となるべき厚み
１５μｍのグリーンシートを得た。なお、表５の拘束層Ｒ３およびＲ４についての「セラ
ミック粉末」の欄にそれぞれ記載された「７５：２５」および「５０：５０」は、ＴｉＯ

２とＬａ２Ｔｉ２Ｏ７との重量比を示している。
【０１４６】
　これら拘束層用グリーンシートＲ１～Ｒ５の焼結後の熱膨張係数（α２）を求めたとこ
ろ、表５の「熱膨張係数」の欄に示すとおりの値を得た。なお、拘束層用グリーンシート
は、これ単独では緻密な焼結体が得られないため、表５に示した「熱膨張係数」は、焼結
後の拘束層のセラミック粉末間に存在し得る空隙の占有率からガラスの浸透量を計算し、
ガラス浸透量と熱膨張係数との関係を直線近似して計算により求めたものである。
【０１４７】
　（３）介在層用グリーンシート
【０１４８】

【表６】

【０１４９】
　表６に示すように、Ｂ１～Ｂ４の４種類の介在層用グリーンシートを作製した。
【０１５０】
　より詳細には、平均粒径約４μｍのＳｉＯ２－ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＭｇＯ－Ｂ２Ｏ３

（３６：１３：２４：２：２４）系ガラス粉末と、平均粒径０．５μｍであって、表６の
「セラミック粉末」中の「種類」の欄に示すセラミック粉末とを、セラミック粉末が同「
含有量」の欄に示した含有率となるように混合した混合粉末１００重量部と、分散媒して
の水５０重量部と、バインダとしてのポリビニルアルコール２０重量部と、分散剤として
のポリカルボン酸系分散剤１重量部とを混合してスラリーとし、このスラリーから気泡を
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よって、介在層となるべき厚み１０μｍのグリーンシートを得た。
【０１５１】
　これら介在層用グリーンシートＢ１～Ｂ４の各々の焼結後の熱膨張係数を求めたところ
、表６の「熱膨張係数」の欄に示すとおりの値を得た。
【０１５２】
　２．多層セラミック基板の作製
　図１８は、試料としての多層セラミック基板５１を得るために作製される、分割前のマ
ザー基板５０の外観を示す平面図である。図１９は、図１８に示したマザー基板５０を分
割して得られた試料としての多層セラミック基板５１を示すもので、（ａ）は、（ｂ）ま
たは（ｃ）の線Ａ－Ａに沿う断面図であり、（ｂ）は、（ａ）のＢ－Ｂに沿う断面図であ
り、（ｃ）は、（ａ）の線Ｃ－Ｃに沿う断面図である。
【０１５３】
　図１９に示した多層セラミック基板５１は、図１８に示したマザー基板５０を分割線５
２に沿って分割することによって得られたものである。図１８に示すように、マザー基板
５０は、２０ｍｍ×３０ｍｍの平面寸法を有していて、個々の多層セラミック基板５１は
、４．５ｍｍ×４．５ｍｍの平面寸法を有している。
【０１５４】
　多層セラミック基板５１は、図１９（ａ）に示すように、上から、基材層５３、介在層
５５、拘束層５４、介在層５５および基材層５３を順次積層した構造を有している。また
、上の基材層５３と介在層５５との界面に沿って、図１９（ｂ）に示すようなパターンを
有する導体膜５６および５７が形成される。また、中央の拘束層５４と下の介在層５５と
の界面に沿って、図１９（ｃ）に示すようなパターンを有する導体膜５８が形成される。
【０１５５】
　このような多層セラミック基板５１を得るため、前述した基材層用グリーンシートを用
いるとともに、表７の「記号」の欄に示すように、拘束層用グリーンシートＲ１～Ｒ５の
いずれかおよび介在層用グリーンシートＢ１～Ｂ４のいずれかを用い、さらに、導体膜５
６～５８の形成のためにＡｇ／Ｐｄ（重量比７５：２５）を含む導電性ペーストを用い、
生の状態のマザー基板５０を得た。
【０１５６】
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【表７】

【０１５７】
　表７において、「拘束層」および「介在層」の各欄に示した「記号」は、表５に示した
「拘束層記号」および表６に示した「介在層記号」に対応している。また、表７の「拘束
層」における「α２」の欄には、表５に示した焼結後の拘束層の「熱膨張係数（α２）」
が転記され、「介在層」における「α３」の欄には、表６に示した焼結後の介在層の「熱
膨張係数（α３）」が転記されている。
【０１５８】
　前述のようにして得られた各試料に係る生のマザー基板５０を８９０℃の温度で焼成し
た。この焼成によるＸ－Ｙ方向収縮率を求めたところ、試料１１～２６のいずれについて
も、０．４～０．５％の範囲内であった。
【０１５９】
　次に、マザー基板５０を分割線５２に沿って分割し、各試料に係る多層セラミック基板
５１を得た。この多層セラミック基板５１について吸水率を評価したところ、試料１１～
２６のいずれについても、０％であった。
【０１６０】
　３．耐電圧およびクラックの評価
　上記試料１１～２６の各々に係る多層セラミック基板５１について、耐電圧および内部
クラックの有無を評価した。その結果が表８に示されている。なお、各試料に係る多層セ
ラミック基板５１において、導体膜５７と導体膜５８との対向面積は１ｍｍ２であり、導
体膜５７と導体膜５８との間隔は１５μｍであった。
【０１６１】
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【表８】

【０１６２】
　表８には、評価を容易にするため、基材層５３の熱膨張係数（α１）と介在層５５の熱
膨張係数（α３）との差「α１－α３」および拘束層５４の熱膨張係数（α２）と介在層
５５の熱膨張係数（α３）との差「α２－α３」が併記されている。
【０１６３】
　表８からわかるように、「α１－α３」および「α２－α３」のいずれもが絶対値で２
．０ｐｐｍ／℃以下となった試料１２、１４、１７、１８、２１、２２および２６につい
ては、耐電圧が１ｋＶ以上となり、しかも、多層セラミック基板５１の内部観察において
クラックが発生していなかった。このことから、高い耐電圧およびクラック防止を確実に
実現するためには、「α１－α３」および「α２－α３」の双方について、絶対値で２．
０ｐｐｍ／℃以下となるようにすることが好ましいことがわかる。
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